
 

 

 

令和５年第 14 回 11 月定例会会議抄録 

 

 

 

会津美里町教育委員会 



 

 

 １ 開催日時 

 

 ２ 開催場所 

 

 ３ 出席者 

 

 ４ 議事内容及び経過 

(１)開会 

 

 

 

(２)議事録の承認 

  

 

(３)教育長報告 

 

(４)審議事項 

議案第８９号 

 

 

 

 

 令和５年 11月 22 日(水) ９時 00分から 

 

 会津美里町役場 本庁舎 ２階 大会議室 

 

 歌川哲由教育長、２番 武藤周一委員、３番 山内一枝委員、４番 鈴木貴博委員 

 

 

 ８時 58分、教育長から開会が告げられた。 

 教育長から、会期は１日、出席者、議事録署名は出席委員全員とすることが告げられ、委員

全員に異議なく決定された。 

 

 教育長から、「令和５年第 12回会津美里町教育委員会 10 月定例会議事録(案)」について、

その承認の可否を諮ったところ、全員に異議なくこれを承認することに決定された。 

 

 教育長から、教育長報告があり、質疑なく終了した。 

 

 

議案第８９号「会津美里町立学校教職員の長時間労働による健康障害防止のための面接指

導実施要領」について、こども教育課長より説明があった後、委員より、管理職に対する面接

指導の申し出の是非、時間外勤務命令が限定されている教職員の超過勤務命令簿の提出及び

職員検診を受診している教職員の健康診断書の提出の必要性、不利益取扱い禁止条項中の「職



 

 

 

 

議案第９０号  

 

 

 

 

議案第９１号 

 

 

議案第９２号 

 

 

 

議案第９３号 

 

 

 

 

（５)協議事項 

 

員」の定義について質疑があった。その後、こども教育課長より質疑に対する説明があり、面

接指導申出書添付資料である超過勤務命令簿及び不利益取扱い禁止条項中の「職員」の定義に

ついて再度精査及び必要な修正を行うこととし、全員に異議なく可決された。 

 

議案第９０号「会津美里町こども計画策定業務プロポーザル審査委員会設置要綱」につい

て、こども教育課長から説明があった後、委員より、策定スケジュールについての質疑があっ

た。その後、こども教育課長より質疑に対する説明があり、全員に異議なく原案のとおり可決

された。 

 

議案第９１号「会津美里町次世代こども育成支援会議設置要綱を廃止する要綱」について、

こども教育課長から説明があった後、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

議案第９２号「会津美里町郷土資料館（仮称）整備検討委員会設置要綱を廃止する要綱」に

ついて、生涯学習課長兼会津美里町公民館長兼図書館長より説明があった後、全員に異議なく

原案のとおり可決された。 

 

議案第９３号「会津美里町議会定例会提出議案に同意すること」について、こども教育課長

及び生涯学習課長兼会津美里町公民館長兼図書館長より説明があった後、一般会計補正予算

に係るスクールバスの減額補正内容について質疑があった。その後、こども教育課長より説明

があった後、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

（１）「会津美里町立小中学校の小中一貫教育」について、令和６年４月から施行する小中一

貫教育校について、一体的に運営する通称の設定及び小中一貫教育校長の設置等、運営の仕組



 

 

 

 

 

 

 

(６)報告事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７)その他 

 

 

みを定める規則の整備及び住民周知用リーフレットについて協議を行った。 

住民周知用リーフレットについて、各地域の小中一貫教育校の通称をわかりやすい名称に

変更するとともに、住民からの問い合わせに配慮したフォームを追加するものとし、規則の整

備については、原案のとおり承認された。 

 

（２）その他については特になし。 

 

（１）「会津美里町子ども・子育て会議委員の委嘱及び任命」について、こども教育課長より

説明があった後、全員に異議なく原案のとおり承認された。 

（２）「共催・後援承認依頼」について、こども教育課長から説明があった後、全員に異議な

く原案のとおり了承された。 

教育長より（３）児童生徒に関すること及び（４）教職員に関することについては、会津美

里町教育委員会会議規則第１６条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、こ

れについて諮ったところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課主幹兼指導主事

より、児童生徒に関すること及び教職員に関することについて説明があった後、全員に異議な

く終了した。 

（５）生涯学習に関することについて、生涯学習課長兼会津美里町公民館長兼図書館長より説

明があった後、質疑なく終了した。 

（６）事務局報告事項について、こども教育課長より説明があった後、質疑なく終了した。 

  

 今後の行事予定及び次回定例会の日程について、こども教育課長補佐から説明があり、次回

委員会の開催日については、令和５年 12 月 20 日(水)総合教育会議終了後開会することが提

案され、全員に異議なく決定された。 



 

(８)閉会 

 

 

 11 時 29 分、教育長から閉会が告げられた。 

 

 

 


